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企業支援・雇用促進施策等の取組状況について 

1 企業訪問ヒアリング 

(1) 概要 

・立地企業を個別に訪問し、町の施策について紹介すると共に、課題や現状を聞き取る。 

・ニーズを持つ企業に適切な施策情報を届けることと、意見交換によって施策のブラッシュアップを図ることを目的としている。 

・令和 3 年 8 月、訪問時に使用する専用資料（資料 2-2「芽室町 町内企業・事業所様向け支援・連携メニュー」参照）を作成した。 

(2) 実施状況 

・延べ 37社訪問 (緊急事態宣言期間は訪問自粛) 

(3) 主な実施成果 

・芽室町ハローワーク：新規に 7社登録 

・雇用促進住宅：令和 4年度から通年利用 1名予定 

・高校生向けフィールドスタディ：新規 3社登録 

・障がい者雇用：1名職場実習を経てトライアル雇用開始 

 

2 主要な施策の現状 

(1) 芽室町ハローワーク 

 ・令和 3年 7月 1日から NPO法人への業務委託を開始。 

 

 

 

 

 
 
 

 ・新たな動きとして、十勝総合振興局と連携した生活保護受給者の就労支援に協力している。 
 

 

(2) 雇用促進住宅 

 ・令和 3年度実績(予定含)：4社／延べ 21部屋／50名 → 実質稼働率 26.4％(R2=18.8％) 

  ＊通年利用 3社 4名、短期利用 3社 46名 

 ・問題点：①通年利用や冬季利用が低調 ②漏水により 6戸が使用不能 

→企業訪問ヒアリングでニーズの掘り起こしを続け、その成果によって使用不可の 6戸の方向性を決定する。 

     (令和 4年度実行計画までに“商工労政課としての”方向性を決定し、関係課等と協議を行うものとする) 

＊漏水については、令和 3年 11月 11日付けで財務省北海道財務局と合意書取り交わし。 

     契約書内の瑕疵担保責任に基づき、給湯管破裂弁償金として 235,400円を収入済。 

資料 2-1 

●開設以降累計実績(R3.12末現在) 

  新規求人登録企業数     93社 

  新規求職登録者数     125名 

  求人・求職マッチング数   56件 
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(3) 採用担当者向けセミナー 

 ・令和 3年 10月 15日(金) 13:30～15:00開催 

 ・講師：社会保険労務士法人プラスワン 特定社会保険労務士 猫塚優氏 

 ・内容：人材確保の効果的な手法、求職者の傾向、効果的な求人票、企業情報の効果的発信、オンライン説明会や面接のポイント 

 ・参加者：8社 10名 (うち個別相談利用 1名) 

    
 

(4) 高校生向けフィールドスタディ「locus(ローカス)」 

・locus(ローカス)とは…企業のつながり(サプライチェーン)やイノベーションの事例をヒントに、地域や社会の課題解決を考える、

高校生向けの学習プログラム。 

・㈱マイナビ主催、芽室町共催で、町内高校 2校が授業の一環として参加している。 

 ・白樺学園高校：令和 3年 11月 17日(水) 1学年 152名参加 ＊コロナのため変則的に企業 10 社が学校を訪問して実施 

  芽 室 高 校：令和 3年 12月 10日(金) 1学年 150名参加 22社を企業訪問 

 

    
   

 

 

 

 

 

出典：㈱マイナビ「locus」説明資料 
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3 今後の方向性 

◎企業訪問ヒアリングを活用したニーズの掘り起こしと事業内容のブラッシュアップを図る。 

・これまで企業支援・雇用関係施策の周知は、広報誌、HP、Facebook、東工業団地親交会を通じた広報(Fax)が主なものであった。 

・広範囲へ向けた情報発信は効率的だが、相手がこちらの意図する手段で情報収集を図っていなければ情報が届かない。 

・一方、企業訪問による情報提供は、効率は遥かに劣るものの、詳細に情報を届けることができ、相手の印象にも残りやすい。 

 

◎ヒアリングツールの掲載情報を充実させる。 

・現在、工業労政係所管の施策以外にも、次の施策情報を掲載している。 

 ①LINEによる各種情報発信(LINE登録の推奨)  広報広聴係 

 ②障がい者雇用マッチング支援・通勤サポート  障がい福祉係 

 ③ふるさと納税(参画事業者募集)        魅力発信係 

・企業支援につながると思われる施策について掲載を提案し、担当係から了承を得られたものを掲載したもの。 

・今後も、企業支援につながる施策があれば、担当係に対して提案を行い、情報を充実させていく。 
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p.1
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ことを目的に毎年セミナーを
開催しています。オンラインに
よる面談・説明会のコツ等も
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p.3

企業情報をまとめたガイド
ブックを作成し、各学校に
配布しています。

高校生が授業の一環と
して行う企業訪問です。
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p.8
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町の公式LINEアカウントを
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災害情報・商工業情報をはじめ
とした各種情報を迅速に得る
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おります。
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【求人】芽室町ハローワーク

 芽室町ハローワークは、町内企業の人材不足解消と、町内就業を希望する方の就職支援を目的として、令和2年1月に開設しました。
 地域密着型の強みを活かし、求人企業・求職者に対して丁寧な聞き取りを行うことで、きめ細やかなマッチングにつなげています。
 これまでの人材募集方法と併用することにより、求人の幅が広がりますので、ぜひご活用ください。

求人
企業

求職者

求人登録 求職登録
紹介・あっせん

雇用関係

●開設以降累計実績(R3.12末現在)

新規求人登録企業数 93社
新規求職登録者数 125名
求人・求職マッチング数 56件

◆開設場所 芽室町本通3丁目2（NPO法人Qucurcus事務所内）

◆営業時間 月～金曜日 10:00～18:00

◆連絡先 ☎ 0155-67-5144(NPO法人Qucurcusと共通）
📩 hellowork@qucurcus.or.jp

◆運営者 特定非営利活動法人Qucurcus

◆求人手続 ①求人登録票に必要事項を記入し提出してください。
②希望に沿う求職者がいましたら、ご紹介します。
③ご紹介した求職者の面接をしていただきます。
④面接結果をお知らせください。

ククルクス

男性

女性
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【住居問題】雇用促進住宅

 雇用促進住宅は、町内企業等における労働者住宅の確保を支援し、町内の雇用を促進するために、令和2年8月に供用を開始しました。
 企業等の雇用主が町と賃貸契約をかわすことで、最大1年間の入居が可能です。
 季節労働者や臨時雇用者の一時的な住居、遠方から就職した方が定住するまでの住居などとしてご活用いただけます。

A棟B棟

雇用促進住宅

浄水場

↑雇用促進住宅位置図 ↑雇用促進住宅外観 ↑雇用促進住宅間取り（B棟西側）

≪雇用促進住宅 基本情報≫

○場所 芽室町東2条南5丁目1番地2

○間取り 3LDK（照明・ストーブ・カーテン付き）

○管理戸数 18戸（1戸当たり3名まで共同入居可能）

○家賃 27,000円／月

○駐車場 1,000円／月・台

○入居期間 原則12か月以内（短期入居可能）

○入居対象 町内企業（法人及び個人経営）に勤務する町外居住者、その家族

○その他 上下水道(芽室町)、電気(北海道電力)、給湯(LPG)、ストーブ(灯油)

≪留意事項≫

●契約者は入居者本人ではなく雇用主です。

●申込の際は、以下の書類提出が必要です。
①使用許可申込書
②雇用主の事業を確認できる書類
③雇用主が税金等を滞納していないことを
証明する書類

④雇用主と入居者の情報を管理会社、灯油・
ガス供給会社等に提供することの同意書

●住宅使用料、駐車場使用料、電気・ガス・
灯油・水道及び下水道の使用料は契約者の
の負担となります。
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【採用力向上】採用担当者向けセミナー

 人材確保のためのスキルアップをしたいとお考えの採用担当者の方に、お役立ていただくためのセミナーを開催しています。
 外部講師から、効果的な求人方法や、近年の求職者の動向などをお話しいただき、セミナー終了後の個別相談会も実施。
 個別相談会では、実際の求人票作成など、より具体的な内容についてご相談いただけます。

↑令和2年度セミナー開催の様子

●令和3年度セミナーは10月15日（金）に開催しました。

●求職者の目に留まる求人票のコツ、新型コロナの影響で急増

しているオンライン説明会・オンライン面談のポイントに

ついてアドバイスをいただきました。

※その他、開催を希望するセミナーの分野・内容がございましたら、
ぜひ、ご意見をお寄せください。
次年度以降の開催の参考にさせていただきます。
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【学校へのPR】立地企業ガイドブック

 町内立地企業の人材確保を支援するために、企業情報をまとめ
たガイドブックを作成しています。

 定期的に内容を更新し、学校の就職担当者等に配布することで
就職活動や企業研究の資料として活用いただいています。

 また、ガイドブックを基に、管内高等学校との意見交換も定期
的に実施しており、得られた意見によって随時、内容の見直し
を図ってまいります。

高校生向けフィールドスタディ「locus」

 株式会社マイナビ主催・芽室町共催の企業見学イベントで、町
内の高校2校が授業の一環として参画しています。

 高校生のうちに地元企業について深く知ることで、就職活動時
に地元への就職を促進することが主な目的です。

 高校生が自身のキャリアを考えながら、地域や企業とつながり、
社会課題を学ぶことにより、将来の担い手を育成していきます。

locusの

ここが
スゴイ

①AI（人工知能）によるマッチング
生徒と受入企業それぞれのアンケート調査
結果をAIで分析し、生徒が潜在的に興味・
関心のある分野の企業とマッチングします。
生徒自身の持つブランドイメージに捉われず
適した企業への訪問が実現できます。

②受入マニュアルによるサポート
「どのように受入をして良いかわからない」
「経験がなく不安」 といった企業様の負担を軽減する
ために、株式会社マイナビが受入マニュアルをご用意
しています。スライドテンプレートなどが用意されてお
り、事前準備にお役立ていただけます。

③サプライチェーンに注目した事前学習
高校生が自分の知識のみで企業見学を計画すると
BtoCの企業に注目しがちです。
locusでは企業のつながり、サプライチェーンについて
事前に学習し、BtoBの企業の重要性や社会での役割を
学んだうえでフィールドスタディに挑むプログラムと
なっています。

新規掲載企業は随時募集中。
年に2～3回程度の更新を行っています。
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【補助・助成】人材確保対策活動助成金

 町内企業の人材確保活動を支援するため、活動経費の一部を
助成しています。

 就職合同説明会に参加する場合は、ぜひご活用ください。
 オンライン説明会についても対象となります。

認定職業訓練費補助金

 事業主が従業員の職業技術に必要な能力の開発向上を目的とし、
認定職業訓練施設に通学させる場合、その経費の一部を補助し
ます。

≪制度概要≫

◆対象者
①工業団地に事業所等を有し、町税等に滞納がないもの。
②「事業所等に採用する人材獲得」を目的として「複数の求人企
業の出展により、求職者と求人企業が面接等を行う」就職合同
説明会（オンライン含む）に参加するもの。

◆対象経費
出展料、ブース賃借料、参加負担金、旅費、消耗品、展示装飾、
運搬費等 ＊備品購入など説明会が主目的とは言えない経費は対象外です。

◆助成金額
必要経費合計額の1/2以内
上限額：出展料を要する場合 ＝100,000円

出展料を要しない場合 ＝ 50,000円
オンライン方式による場合＝ 30,000円
(オンライン方式で出展料を要する場合を含む）

◆申請方法
以下の書類を説明会開催日の10日前までに提出する
①申請書 ②事業計画書 ③収支予算書 ④出展事業概要

◆完了報告
事業完了時は以下の書類を提出する
①実績報告書 ②事業報告書 ③収支決算書 ④支払先口座情報
⑤支出証拠書類

≪認定職業訓練とは？≫
事業主等が雇用する労働者に対して、職業能力の開発及び向上の
ために実施する職業訓練のうち、職業能力開発促進法に基づいて
行われていることを都道府県知事が認定した訓練です。

≪管内の認定職業訓練施設は？≫
「帯広地方高等職業訓練校」
運営：職業訓練法人 帯広地方職業能力開発協会
科目：木造建築、建築塗装、鉄筋コンクリート、建築板金、造園

≪補助金について≫

◆補助金額
上限15,000円/人

◆申請方法
以下の書類を入校後、修了前に提出する
①申請書 ②入校が確認できる書類

◆完了報告
訓練終了後、以下の書類を提出する
①実績報告書 ②修了証書 ③経費の支出証拠書類

事前申請が必要です。活用の可能性が
ありましたら早めのご相談を！
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【設備投資】先端設備等導入計画の認定

 芽室町では、生産性向上特別措置法に基づく導入促進地域基本計画を作成し、国の同意を得ています。
 これにより、町内中小企業が先端設備等導入計画を策定し、町の認定を受けると、固定資産税の特例を受けることができ、要件を

満たす新規取得設備の固定資産税が、3年間ゼロになります。

中小
事業者等

経営革新等
支援機関

芽室町

先端設備等
導入計画

①事前確認依頼
②確認書発行

③計画申請
④計画認定

≪固定資産税の特例の対象≫

◆対象者
中小事業者等(大企業の子会社は除く)

◆対象設備 ※以下の要件をすべて満たすこと
①商品の生産・販売・役務提供等に直接供する設備
②生産性向上に資する指標が旧モデルに比べて年平均1％以上向上する
③設備の種類に応じた最低取得価格を満たしており、中古資産ではない

≪認定申請方法≫

(1) 先端設備等導入基本計画を策定する。
・様式は中小企業庁HPからダウンロードできます(R3.6.16様式変更)。
(2) 経営革新等支援機関(認定支援機関)へ事前確認を依頼する。
・計画の要件である「労働生産性が年平均3％以上向上する」ことについて
支援機関の確認を受ける必要があります。

・認定支援機関の一覧は中小企業庁HPから確認できます。
(商工会、金融機関、公認会計士、税理士、中小企業診断士等)

(3) 工業会等の証明書発行を受ける。
・生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1％以上向上することを証明
する書類です。

(4) 芽室町に以下の書類を提出して申請する。
①先端設備等導入計画に係る認定申請書 ②認定支援機関の確認書
③工業会証明書
※導入する設備がリースである場合は「リース見積書」及び「リース事業
協会が確認した固定資産税軽減額計算書」が必要になります。

※注意：認定前に設備を取得すると、計画の認定を受けられません。設備を取得する際は早めの申請をお勧めします。
計画申請前の内容確認も承りますので、ご相談ください。
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【防災・情報】 LINEによる各種情報発信

 芽室町のLINE公式アカウントでは、災害情報や商工業に関する情報など、各種情報を発信しています。
 「夜間に事業所周辺で発生した災害の情報を迅速に確認」「商工業に関する町の支援制度情報をチェック」など活用方法は様々です。

特に防災の観点からは、最もタイムリーに町からの情報を受け取れる手段となりますので、ぜひご活用ください。

1 

便利な機能も続々追加中

希望ジャンルの情報を町が発信すると、LINEのトーク画面に届きます。
プッシュ通知をオンにしておくと、発信された情報を即時キャッチ可能。
ジャンル例) 商工業/仕事/入札・事業者向け情報/補助金・助成金
＊災害情報は設定ジャンルによらず、登録者全員に配信されます。

夜間や休業中に事業所周辺で災害が発生した場合も、
発生情報やその後の経過がタイムリーに受け取れます。
危機管理担当者の情報収集手段としてご活用いただけます。

Point!

2

欲しいジャンルの情報をトーク画面でお届け
夜間・休業中の更なる不安解消に…

LINEで発信されるのは「広範囲に
発信すべき情報」のみです。
夜間・休業中に発生した緊急事態
(火事・不審者等)に関する連絡先を
商工労政課にご提供いただくことで
個別の有事に、消防や警察から迅速
に連絡を入れることも可能です。

個人向けの機能は、
新入社員の方や、
異動で芽室に来た方等
「芽室初心者」に便利。

引越前の水道開栓、
異動の際の水道閉栓や
粗大ごみの申込も、
LINEでお申込可能。

今後も、順次機能を
強化していく予定です。
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【障がい者雇用】障がい者雇用マッチング支援・通勤サポート

 芽室町では「障がいのある人が当たり前に働いていけるまち」を目指し、障がい者就労支援の取組を行っています。
 障がい者就労は、障がいのある方のための施策であると同時に、企業の人手不足対策、法定雇用率達成の支援にもなる取組です。
 町の障がい者支援担当部署、労政担当部署、障がい者支援事業の委託者であるNPO法人が連携して、障がい者就労をサポートします。

障がい者就労の大きな課題＝通勤手段

※企業も「応募があっても運転免許を持っていないと雇用できない」 という悩み

≪障がい者雇用マッチング支援≫

①障がい者雇用を要する企業にお伺いし、専門職員がヒアリングを行い、課題の顕
在化や障がい者雇用の可能性をご提案できます。

②障がいのある方にどのような業務を任せて良いかわからない場合も実際の作業
現場を拝見するなどして、可能性のある仕事の抽出や組合せをご提案します。

③障がい者雇用の検討にあたり、短期間の実習形式で障がいのある方が業務を行
い、雇用の実現性を探ることができます。実習には専門職員が付き添いますので
現場の負担を軽減できます。

④雇用が実現した場合も、定期的に専門職員が本人や職場に対してヒアリングなど
を行い、継続的に雇用定着をフォローします。※フォローの期間に制限などはありません。
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【商品PR】ふるさと納税

 芽室町では、ふるさと納税を通じて、町の産品や特色ある商品を全国にPRしています。
 ふるさと納税の特産品に参画してくださる企業・事業者等については、随時募集中です。
 返礼品は、各種ふるさと納税ポータルサイトへの掲載などによって、全国に向けて常時、情報発信されています。

芽室町

観光物産
協会

事業者

①ふるさと納税申込情報

②返礼品発注

③返礼品発送

④発送状況報告

⑤月次報告 ⑥費用支払

⑦代金・送料支払

ふるさと納税特産品の参画事業者は随時募集中

企業版ふるさと納税に
関心のある企業様も随時募集中！

企業版ふるさと納税は
芽室町外に本社のある企業が
芽室町へ寄附をする場合、

寄附額の最大9割が法人関係税から
軽減されるしくみです。

●地元事業者(町内に本社や事業所、工場等を有する法人・個人)が対象です。

●地元事業者が町内で製造・加工・採取・栽培等した商品または提供
するサービスであればふるさと納税特産品として取り扱えます。

●特産品は生鮮品・加工品・食べ物以外の商品・サービスなど、多岐
にわたります。食品に限りませんので、ぜひご検討ください。

●令和2年度は、全国から芽室町に約1億円のふるさと納税をいただき
ました。

●返礼品は3つのポータルサイトに掲載させていただきます。
(掲載費用はかかりません)


